
第３号の1（第６条関係）

入札契約方式 制限付一般競争入札

工 事 件 名
大田区立東調布第三小学校及び仮称大田区南久が原二丁目複合施設改築その他
工事(Ⅱ期)

施 工 場 所 大田区南久が原二丁目17番１号

工 事 概 要
（１）校舎等改築工事
（２）（１）に伴う外構改修工事

契 約 金 額 ２，７７２，０００，０００円（税込）

入 札 年 月 日 令和７年４月10日

工 期 令和９年９月17日

請 負 人

港区芝浦二丁目15番６号　オアーゼ芝浦ＭＪビル
淺沼・幸・鏑谷建設工事共同企業体

代表者　港区芝浦二丁目15番６号　オアーゼ芝浦ＭＪビル
 　　　　　 株式会社淺沼組　東京本店　常務執行役員本店長　小田嶋　勝利
構成員　大田区新蒲田一丁目６番２号
　　　　　　幸建設株式会社　代表取締役　中本　晴邦
　　　　　　大田区中央二丁目１７番１号
　　　　　　株式会社鏑谷工務店　代表取締役　鏑谷　勉

業 種 建築工事

入 札 に 参 加
す る 者 に
必 要 な 資 格

（１）共同企業体の条件として第一順位は、東京電子自治体共同運営電子調達サービス(以下、「電子調達
サービス」という。)の建設工事等競争入札参加資格者名簿に記載され、業種『建築工事』の共同格付が、一般
競争入札参加資格確認申請書の提出（ 以下「希望申請」という。）時にＡランク、共同順位100位以内であるこ
と。
（２）第二順位は、電子調達サービスの建設工事等競争入札参加資格者名簿に記載され、業種『建築工事』の
共同格付が、希望申請時にＡランクの区内又は準区内業者であること。
（３）第三順位は、電子調達サービスの建設工事等競争入札参加資格者名簿に記載され、業種『建築工事』の
共同格付が、希望申請時にＡランク、Ｂランク又はＣランクの区内又は準区内業者であること。
（４）第一順位から第三順位の構成員の中で、準区内業者は最大１社とする。
（５）出資割合は、第一順位60％以上70％以下、第二順位20％以上30％以下、第三順位10％とし、第一順位、
第二順位ともに10％単位で任意の比率とする。
（６）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当していないこと。
（７）準区内業者とは、大田区における競争入札に係る準区内業者の認定基準(平成27年７月29日付け27総経
発第10517号)に基づき認定を可としているものに限る。
（８）大田区競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成25年12月19日付け総経発第11201号）による指名
停止期間中でないこと。
（９）経営不振の状態（民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項に基づき再生手続開始の申立てが
なされたとき、会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項に基づき更生手続を行ったとき。）にないこ
と。
（10）大田区契約関係暴力団等排除措置要綱に基づく排除措置期間中でないこと。
（11）第一順位は、平成27年４月１日から令和７年３月31日までの期間に、官公庁発注延床面積5,000㎡以上の
新築または改築の契約実績を有すること。ただし、契約実績は履行が既に終了しているものに限る。
（12）第二順位及び第三順位は、令和２年４月１日から令和７年３月31日までの期間に、大田区経理管財課発
注建築工事の契約実績を有すること。ただし、契約実績は履行がすでに終了しているものに限る。
（13）建設業法に従い、当該工事に現場代理人及び監理技術者又は主任技術者を配置できること。ただし、現
場代理人と監理技術者、主任技術者又は監理技術者補佐はこれを兼ねることができる。また、現場代理人、監
理技術者、主任技術者又は監理技術者補佐は入札参加申請日の日以前に３か月以上の雇用関係を有する
者であること。
（14）電子調達サービスの「建設工事等入札参加資格申請の手引き」に定義するところの関係会社が同時に申
し込みをしていないこと。

指 名 業 者 数 １者

入 札 参 加 者 １者

予 定 価 格 ２，７９８，９８３，０００円（税込）

調査制度価格 最低制限価格制度を採用、２，５７５，０６４，３６０円（税込）

落 札 率 ９９．０４％

契 約 手 続

２月17日～３月３日　入札告示
３月４日　   指名通知
３月14日　  質問締切
３月25日　  質問回答
４月10日 　 電子入札（仮契約）
５月27日　 本契約

備 考
本件については、大田区議会の議決に付すべき契約、財産または公の施設に関す
る条例第二条により仮契約とし、区議会の同意を得た時に本契約が成立するものと
する。

抽出事案説明書

資料４



第３号の1（第６条関係）

入札契約方式 制限付一般競争入札

工 事 件 名 大田区立田園調布小学校校舎改築その他機械設備工事(Ⅰ期)

施 工 場 所 大田区田園調布二丁目31番

工 事 概 要

ア 校舎等改築工事に伴う機械設備工事 一式
イ 擁壁更新工事に伴う機械設備工事 一式
ウ 仮設渡り廊下・仮設屋外階段等新設工事に伴う機械設備工事 一式
エ 外構工事に伴う機械設備工事 一式

契 約 金 額 ６６０，０００，０００円

入 札 年 月 日 令和７年４月11日

工 期 令和９年11月30日

請 負 人
大田区蒲田三丁目23番７号
株式会社マサルファシリティーズ　　代表取締役　山崎　栄一郎

業 種 給排水衛生工事

入 札 に 参 加
す る 者 に
必 要 な 資 格

（１） 地方自治法施行令（ 昭和22年政令第16号）第167条の４ の規定に該当していないこ
と。
（２） 東京電子自治体共同運営電子調達サービス（ 以下「電子調達サービス」という。） の建
設工事等競争入札参加資格者名簿に記載され、業種『給排水衛生工事』の共同格付が、一
般競争入札参加資格確認申請書の提出（以下「希望申請」という） 時にＡであること。
（３） 大田区との契約に関し、権限を有する者がいる本・支店、営業所等が大田区内にあるこ
と。ただし、支店・営業所等にあっては、大田区における競争入札に係る準区内業者の認定
基準（平成27年７月29日付け27総経発第10517号）に基づき認定を可としているものに限る。
（４） 大田区競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成25年12月19日付け25総経発第
11201号）による指名停止期間中でないこと。
（５） 経営不振の状態（民事再生法（ 平成11年法律第225号）第21条第１項に基づき再生手
続開始の申立てがなされたとき、会社更生法（ 平成14年法律第154号）第17条第１ 項に基
づき更生手続を行ったとき。）にないこと。
（６） 大田区契約関係暴力団等排除措置要綱に基づく排除措置期間中でないこと。
（７） 令和２年４月１日から令和７年３月31日までの期間に、１件契約金額2,000万円以上の
大田区経理管財課発注給排水衛生工事又は空調工事の契約実績を有すること。ただし、契
約実績は工事がすでに完成しているものに限る。
（８） 建設業法に従い、当該工事に現場代理人及び監理技術者又は主任技術者を配置で
きること。ただし、現場代理人と監理技術者、主任技術者又は監理技術者補佐はこれを兼ね
ることができる。また、現場代理人、監理技術者、主任技術者又は監理技術者補佐は入札
参加申請日の日以前に３か月以上の雇用関係を有する者であること。
（９） 電子調達サービスの「建設工事等入札参加資格申請の手引き」に定義するところの関
係会社が同時に申し込みをしていないこと。

指 名 業 者 数 １者

入 札 参 加 者 １者

予 定 価 格 ６９０，７１２，０００円（税込）

調査制度価格 最低制限価格制度を採用、６３５，４５５，０４０円（税込）

落 札 率 ９５．５５％

契 約 手 続

２月25日～３月３日　入札告示
３月４日　   指名通知
３月14日　  質問締切
３月25日　  質問回答
４月11日 　 電子入札（仮契約）
５月27日　　本契約

備 考
本件については、大田区議会の議決に付すべき契約、財産または公の施設に関す
る条例第二条により仮契約とし、区議会の同意を得た時に本契約が成立するものとす
る。

抽出事案説明書

資料５



第３号の１（第６条関係）

入 札 契 約 方 式 総合評価落札方式

工 事 件 名 大田区蒲田五丁目付近管渠改良工事（下水道）

施 工 場 所 大田区蒲田五丁目

工 事 概 要

ア 鉄筋コンクリート管 一式
イ 硬質塩化ビニル管 一式
ウ 人孔 一式
エ 既設人孔改造 一式
オ 立坑 一式
カ 汚水ます 一式
キ 汚水ます取付管 一式
ク 既設管撤去 一式
ケ 既設人孔撤去 一式
コ 既設汚水ます撤去 一式
サ 既設汚水ます取付管撤去 一式

契 約 金 額 １３５，３００，０００円（税込）

契 約 年 月 日 令和７年５月28日

工 期 令和８年２月27日

請 負 人
大田区蒲田五丁目26番８号
株式会社吉田組　代表取締役　佐野　優雅

業 種 下水道施設工事

入 札 に 参 加
す る 者 に
必 要 な 資 格

（１） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当していないこと。
（２）東京電子自治体共同運営電子調達サービス（以下「電子調達サービス」という。）の建設
工事等競争入札参加資格者名簿に記載され、業種『下水道施設工事』の共同格付が、一般
競争入札参加資格確認申請書の提出（以下「希望申請」という。）時にＡ、Ｂ又はＣであるこ
と。
（３） 大田区との契約に関し、権限を有する者がいる本・支店、営業所等が大田区内にあるこ
と。ただし、支店・営業所等にあっては大田区における競争入札に係る準区内業者の認定基
準（平成27年７月29日付け27総経発第10517号）に基づき認定を可としているものに限る。
（４） 大田区競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成25年12月19日付け25総経発第
11201号）による指名停止期間中でないこと。
（５） 経営不振の状態（民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項に基づき再生手
続開始の申立てがなされたとき、会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項に基づ
き更生手続を行ったとき。）にないこと。
（６） 大田区契約関係暴力団等排除措置要綱に基づく排除措置期間中でないこと。
（７） 平成27年４月１日から令和７年３月31日までの期間に完成した、１件契約金額1,000万円
以上の官公庁発注の下水道施設工事の契約実績（以下「官公庁実績」という。）を有するこ
と。ただし、官公庁実績は履行がすでに終了しているものに限る。
（８）建設業法に従い、当該工事に現場代理人及び監理技術者又は主任技術者を配置でき
ること。ただし、現場代理人と監理技術者、主任技術者又は監理技術者補佐はこれを兼ねる
ことができる。また、現場代理人、監理技術者、主任技術者又は監理技術者補佐は入札参
加申請日の日以前に３か月以上の雇用関係を有する者であること。
（９） 電子調達サービスの「建設工事等競争入札参加資格申請の手引き」に定義するところ
の関係会社が同時に申し込みをしていないこと。
（10） 大田区工事成績評定通知書の総評定点のうち、最も直近のものが60点未満である者
又は最も直近の大田区発注下水道施設工事の検査結果が不合格である者ではないこと。

指 名 業 者 数 ５者

入 札 参 加 者 数 ２者

予 定 価 格 １４２，７１４，０００円（税込）

調 査 制 度 価 格 採用なし

落 札 率 ９４．８０％

契 約 手 続

４月21日～４月25日　入札告示
４月28日　　指名通知
５月12日　　質問締切
５月15日     質問回答
５月28日　　電子入札（契約日）

備 考

抽出事案説明書

資料６



第３号の３（第６条関係）

入 札 契 約 方 式 指名競争入札

工 事 件 名 京浜島中継所増築その他工事（Ⅱ期）

施 工 場 所 大田区京浜島三丁目５番７号

工 事 概 要
（１）屋根１及び２－B増築工事
（２）外構工事

契 約 金 額 ５８，８５０，０００円（税込）

契 約 年 月 日 令和７年７月３日

工 期 令和８年３月23日

請 負 人
大田区池上七丁目21番18号
本間建設株式会社　代表取締役　本間　靖敏

業 種 建築工事

指 名 業 者 を
選 定 し た 考 え 方

本案件は、制限付一般競争入札により不調・不成立になった案件について、
指名競争入札として再度入札を実施したものである。
【指名理由】８業者
業種「建築工事」の区内・準区内業者のうち
・Bランクより、前々回入札で応札した１者
・Cランクより、指名実績のある７者
を指名した。

指 名 業 者 数 ８者

入 札 参 加 者 数 ３者

予 定 価 格 ５９，５０５，６００円（税込）

調 査 制 度 価 格 最低制限価格を採用、５４，２６７，４００円（税込）

落 札 率 ９８．９０％

契 約 手 続

６月５日    　契約締結請求
６月12日   　指名通知送付
６月17日   　質問締切
６月20日　　 質問回答
７月３日　　  電子入札（契約日）

備 考

抽出事案説明書

資料７



第３号の４（第６条関係）

入 札 契 約 方 式 随意契約

工 事 件 名
大田区立入新井第一小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合
施設改築その他工事（Ⅱ期）

施 工 場 所 大田区大森北四丁目６番７号

工 事 概 要

（１）改築工事　一式
　ア　建築面積：3,990.04㎡（Ⅱ期：437.97㎡）
　イ　延床面積：19,594.39㎡（Ⅱ期：437.97㎡）
　ウ　構　　 造：SRC造（一部S造）
　エ　階　　 数：地上6階、地下２階
（２）校庭整備を含む外構工事
　ア　外構面積：3,600㎡程度
（３）内装改修工事　一式
　ア　改修面積：830㎡程度

契 約 金 額 ８２４，７８０，０００円（税込）

契 約 年 月 日 令和７年５月27日

工 期 令和８年７月31日

請 負 人
大田区南雪谷二丁目17番８号
サンユー建設株式会社
代表取締役　馬場　宏二郎

業 種 建築工事

随 意 契 約
の 理 由

本案件は、Ⅰ期工事期間中に大規模な漏水事故が発生した「大田区立入新井第一
小学校及び仮称大田区大森北四丁目複合施設改築その他工事（Ⅰ期）」から継続
する工事である。本工事はⅠ期工事の契約不適合責任期間内に着手する中、Ⅰ期
工事において引き渡された一部設備を利用する内装改修工事及び、構造上一体と
する増築工事を行うため、Ⅰ期工事範囲に影響する不具合等が発生した場合、Ⅰ期
工事受注者とⅡ期工事受注者で責任の所在が複雑となる。しかしながら、上記業者
が本工事を行うことで、工事の責任区分を明確にすることができる。
また、上記業者はⅠ期工事の建築工事を受注した共同企業体の構成員であるため、
本工事対象建築物について熟知するとともに、周辺環境についても精通しており、安
全・円滑かつ適切に施工を行うことが期待できる。
なお、本計画についてはⅠ期工事において発生した漏水事故や、建設業における
働き方改革への対応のため、当初計画から期間を確保する必要が生じている。その
ため、Ⅰ期工事の工事範囲であった内装改修工事及び、構造上一体とする増築工
事と校庭整備も含めた一体の工事とすることで、事業計画全体の期間を短縮し、児
童の教育環境への影響を最小限に抑える必要がある。以上の理由からⅠ期工事の
工事範囲のみを別発注とすることは困難である。
そのため、地方自治法施行令第167条の２第１項第６号（競争入札不利）の規定に基
づき、随意契約に至った。

予 定 価 格 ８２５，０５５，０００円（税込）

予 定 価 格 に
対 す る 契 約
金 額 の 比 率

９９．９７％

契 約 手 続

４月10日　契約締結請求書持込み
４月10日　契約書類渡し
４月14日　仮契約
５月27日　本契約

備 考
本件については、大田区議会の議決に付すべき契約、財産また
は公の施設に関する条例第二条により仮契約とし、区議会の同
意を得た時に本契約が成立するものとする。

抽出事案説明書

資料８



第３号の４（第６条関係）

入 札 契 約 方 式 随意契約

工 事 件 名 大森第十中学校外構改修工事

施 工 場 所 大田区仲池上二丁目13番１号

工 事 概 要 都市計画道路の拡幅に伴う外構改修工事

契 約 金 額 ９６，６９０，０００円（税込）

契 約 年 月 日 令和７年７月29日

工 期 令和８年２月27日

請 負 人
大田区東矢口一丁目６番18号
横山建設株式会社
代表取締役　横山　実

業 種 建築工事

随 意 契 約
の 理 由

本案件は、令和７年６月４日に行った制限付一般競争入札により
不調となった案件について、再度入札を実施したものである。
制限付一般競争により入札を行った結果、第１回目、第２回目の
入札とも予定価格を超過したため、最低入札業者と協議を行い随
意契約を締結した。（不落随契）

予 定 価 格 ９６，６９４，４００円（税込）

予 定 価 格 に
対 す る 契 約
金 額 の 比 率

１００％

契 約 手 続

６月30日～７月４日　入札告示
７月７日 　　指名通知
７月10日　　質問締切
７月15日     質問回答
７月29日　　電子入札（契約日）

備 考

抽出事案説明書
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